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 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について 

  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成 20 年４月に一部施行され、平成

19年度決算から①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負

担比率の４指標及び公営企業会計に係る⑤資金不足比率を、自治体財政の健全化指標

として、監査委員の審査を受け、監査委員の意見を付した上で議会へ報告し、公表す

ることとして義務付けられました。 

平成 20 年度決算からは、同法が全面適用され、指標のうち一つでも、早期健全化

基準を超えると、自主的な改善努力による財政健全化として「財政健全化計画」を策

定し、議会の議決が必要となりました。 

さらに、財政再生基準に達するものが一つでもあれば、国の関与による確実な再生

として「財政再生計画」を策定し、議会の議決を経て、総務大臣に協議し、同意を求

めることとなります。 

従来の普通会計だけでなく、公営企業を含む全ての特別会計や一部事務組合、第三

セクター等についても指標の対象となっているため、フロー指標（資金収支）ととも

にストック指標（資産、負債）についても健全性が強く求められ、財政運営において

は、常に４指標等の健全性を維持することが優先されます。 

 

  

（１）健全化判断比率                    （単位：％） 

指標名 令和元年度決算 早期健全化基準 財政再生基準 

① 実質赤字比率    － 12.38    20.00 

② 連結実質赤字比率    － 17.38    30.00 

③ 実質公債費比率 6.1 25.0     35.0 

④ 将来負担比率 － 350.0      

 （備考） 

①②について、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「－」としています。 

④について、将来負担が生じていないため「－」としています。 

 

参考 実質赤字比率の早期健全化基準算定式 

区分 算定方法  

Ａ≧500 億円 11.25 （％）  

500億円＞Ａ＞200億円 
Ａ＋1,000 億円         

        ×100＋20  ÷２ （％） 

120×Ａ           

12.38％ 

200億円＞Ａ＞50億円 
Ａ＋100億円         

       ×100＋20  ÷２ （％） 

30×Ａ           

 

50億円＞Ａ 15.0 （％）  

  Ａ＝標準財政規模（令和元年度丹波市 212億 379万 8千円） 

※連結実質赤字比率の早期健全化基準は、上記算式に５％を加算した値。 
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（２）資金不足比率               （単位：％） 

特別会計の名称 令和元年度決算 経営健全化基準 

水道事業会計 － 20.0 

下水道事業会計 － 20.0 

農業共済特別会計 － 20.0 

地方卸売市場特別会計 － 20.0 

（備考） 

     資金不足が生じていないため、「－」としています。 

 

 

（３）健全化判断比率・資金不足比率の概要（算定方法）及び分析 

健全化判断比率の算定において、基本的な財政指標となる重要な数値として

「標準財政規模」が用いられます。 

この「標準財政規模」とは、地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示す数

値で、「標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額」で求められ

ます。言い換えれば、標準的に収入しうる「経常一般財源」の大きさです。 

なお、健全化判断比率等の対象となる会計は次頁の図「健全化判断比率の対象」

のとおりです。 

 

図 令和元年度標準財政規模 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 

 

健全化判断比率算定に用いる標準財政規模 

標準税収入額等 

21,203,798 

9,896,628 

標準財政規模 

普通交付税 
臨時財政対策債 

発行可能額 
10,561,591 745,579 
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図 健全化判断比率の対象 

国民健康保険（事業勘定）

国民健康保険（直診勘定）

介護保険（保険事業勘定）

後期高齢者医療

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

駐車場

農業共済

水道事業

下水道事業

法非適用企業 地方卸売市場

一部事務組合
 兵庫県市町村退職手当組合・兵庫県議会議員公務災害補償組合･丹波少年自然の家
・氷上多可衛生事務組合

広域連合
 兵庫県後期高齢者医療広域連合

地方公社・第３セクター
（株）まちづくり柏原・（株）タンバンベルグひかみ・春日ふるさと振興（株）

・（公財）兵庫丹波の森協会

丹
　
波
　
市

一般会計・看護専門学校特別会計

　
（

普
通
会
計
）

一
般
会
計
等

介護保険（ｻｰﾋﾞｽ事業勘定）

一般会計等以外の
特別会計のうち

公営企業に係る特別会計
以外の特別会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

法適用企業

資
金
不
足
比
率
※

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

※公営企業

会計ごと

に算定
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①実質赤字比率 

概要（算定方法） 

一般会計等（普通会計）を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

です。丹波市の早期健全化基準は 12.38％、財政再生基準は 20.00％です。 

 
一般会計等の実質赤字額 

   実質赤字比率 ＝   
                 標準財政規模  

 

 

 

図 実質赤字比率 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

   一般会計等（普通会計）の実質赤字比率については、実質収支額（黒字額）を

計上し、当該比率は該当しません。 

 

※実質赤字額＝繰上充用額 +（支払繰延額+事業繰越額） 

実質収支額

－ － ＝

千円

普通会計
（純計後）

1,215,104

翌年度
繰越財源

37,446,291

歳入

35,735,012

実質赤字額

1,215,104

歳出

496,175

一般会計等（普通会計）

会計名

歳　入

歳　出

普通交付税 臨財債

一般会計・看護専門学校特別会計

標準税収入額等

標準財政規模
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②連結実質赤字比率 

概要（算定方法） 

   全会計を対象とした実質赤字（または資金の不足額）の標準財政規模に対する

比率です。 

丹波市の早期健全化基準は 17.38％、財政再生基準は 30.00％です。 
 

                 連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝  

                  標準財政規模 
 

 

図 連結実質赤字比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

一般会計と公営事業会計を含めた全会計を対象とした連結実質収支額（歳入歳

出差引）の合計は、88 億 1,663万１千円と黒字及び剰余を計上しており、当該比

率は該当しません。 

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実質収支額

普通会計（純計後） － － ＝

国民健康保険（事業勘定） － － ＝

国民健康保険（直診勘定） － － ＝

介護保険（保険事業勘定） － － ＝

介護保険（ｻｰﾋﾞｽ事業勘定） － － ＝

後期高齢者医療 － － ＝

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ － － ＝

駐車場 － － ＝

地方卸売市場 － － ＝

剰余額

水道事業 － － ＝

下水道事業 － － ＝

農業共済 － － ＝

千円

　 翌年度
　繰越財源

496,175

公営事業会計

後
期
高
齢
者
医
療

一般会計等（普通会計）

一般会計・看護専門学校特別会計

国
保
（

事
業
勘
定
）

駐
車
場

国
保
（

直
診
勘
定
）

介
護
（

保
険
事
業
勘
定
）

水
道
事
業

介
護
（

サ
ー

ビ
ス
事
業
勘
定
）

会計名

0

0

0

6,933,729

203,933

7,050,467

35,735,012

歳出歳入

37,446,291

標準財政規模

公営企業支出

地
方
卸
売
市
場

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ

ン

下
水
道
事
業

法
非
適
用

法
適
用

農
業
共
済

歳　　入

歳　　出

公営企業収入

7,032,557

220,069

7,435,155

3,260

51,661

973,316

0

3,260

953,069 0

実質収支等の合計

3,366,602 330,537

流動負債等　　流動資産

4,366,740 487,050

2,916

22,533

8,816,631

20,247

6,275

1,075

395

3,879,690

206,801 48,673 158,128

1,215,104

98,828

16,136

384,688

0

3,036,065

2,521

0

0

0

45,386

21,458

公営企業以外の特別会計

実質収支額

剰余額

資金不足額

実質赤字額

公営企業会計
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③実質公債費比率 -------------------- 6.1％ 

概要（算定方法） 

公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的

な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）の標準財政規模に対する

比率の過去３カ年平均値です。 

地方債協議制度の下で、18％以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要とな

ります。さらに、25％以上の団体は単独事業に係る地方債が制限され、35％以上の

団体は、これらに加えて一部の一般公共事業債等についても制限されます。 

早期健全化基準は 25.0％、財政再生基準は 35.0％です。 

 
                （ Ａ＋Ｂ )－（ Ｃ＋Ｄ ） 
   実質公債費比率 ＝  

（３か年平均）      標準財政規模 － Ｄ 

 

図 実質公債費比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

平成 17年度決算から起債制限比率に替わり、主要指標となった実質公債費比率

（３か年平均）については、6.1％となり前年度の 6.7％と比較して 0.6ポイント

改善する結果となりました。地方債協議制度において、公債費適正化計画の策定

を前提とした許可団体となるのは 18％以上であり、現時点では水準内です。 

●分子 （単位：千円）

元利償還金 平成29年度 平成30年度 令和元年度 特定財源 平成29年度 平成30年度 令和元年度

元利償還金
　（繰上償還額を除く）

4,406,311 4,499,353 4,572,725
元利償還金又は準元利償還
金に充てられる特定財源

141,381 126,179 119,950

準元利償還金 平成29年度 平成30年度 令和元年度 交付税措置額 平成29年度 平成30年度 令和元年度

繰出金のうち、公営企業債償還にあ
てられたと認められるもの

1,991,266 1,640,476 1,626,988
事業費補正に係る
交付税措置額

1,598,898 1,424,770 1,368,692

組合等の起こした地方債に充て
たと認められる負担金

0 0 4,533
災害復旧費等に係る
交付税措置額

3,521,081 3,565,541 3,714,658

債務負担行為に基づく支出のう
ち公債費に準ずるもの

26,894 16,892 3,353
密度補正に係る
交付税措置額

72,191 72,848 72,810

一時借入金の利子 0 0 0 計 5,192,170 5,063,159 5,156,160

計 2,018,160 1,657,368 1,634,874

●分母

平成29年度 平成30年度 令和元年度 交付税措置額 平成29年度 平成30年度 令和元年度

21,295,221 21,268,877 21,203,798
事業費補正に係る
交付税措置額

1,598,898 1,424,770 1,368,692

災害復旧費等に係る
交付税措置額

3,521,081 3,565,541 3,714,658

密度補正に係る
交付税措置額

72,191 72,848 72,810

計 5,192,170 5,063,159 5,156,160

（単位：千円・％）

区　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度

分　子 1,090,920 967,383 931,489

分　母 16,103,051 16,205,718 16,047,638

実質公債費比率 6.7 5.9 5.8

標準財政規模（臨時財政対策債発
行可能額を含める）

標準財政規模

－

３か年平均

6.1

Ｄ

＋

Ａ Ｃ

＋

－

Ｂ
Ｄ
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地方債協議制度 

地方債許可団体 

 

18％以上 
17.8

16.1

13.9

12.4

10.4

8.3

7.3 6.9

7.1

6.4

14.6

13.1

11.2

9.9

8.4

6.8
6.4 6.3

6.7

6.1

12.7

12.0

11.2 10.3

9.2

8.4

7.9
7.4

6.8

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

%
実質公債費比率の推移

一本算定(3か年平均） 算定替（3か年平均） 県内平均（3か年平均）

令和元年度の単年度数値は 5.8％となっており単年度で比較すると 0.1 ポイン

ト改善しています。その主な要因としては、令和元年度の水道事業と下水道事業

において高料金対策に要する経費や統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良

に要する経費等に対する繰出金の減少による分子側の数値の減少があげられます。 

なお、分母となる標準財政規模を普通交付税の一本算定（約△２億円）で試算

すると 6.4％となります。市債残高の推移や公債費の動向を十分に管理するとと

もに、特別会計にかかる公債費繰出額や公債費に準ずる債務負担行為等も管理を

徹底し、今後も実質公債費比率を抑制することが必要です。 

 

普通交付税 

（一本算定）で 

試算した場合 

0.3 ポイント悪化 
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④将来負担比率 

概要（算定方法） 

一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す

る比率です。 

早期健全化基準は 350.0％です。 

 
                 Ａ － （ Ｂ＋Ｃ＋Ｄ ） 
   将来負担比率 ＝  

     標準財政規模 － Ｅ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

分析 

将来負担比率については、公債費充当可能財源等が将来負担額を上回るため、

当該比率は該当しません。 

●分子 （単位：千円）

一般会計等（普通会計）の
地方債現在高

37,128,874
地域振興基金（合特分）、公
営企業の基金を除く

14,474,806

債務負担行為に基づく支出予定額 2,233

公営企業債の元金償還に充てる一
般会計等からの負担等見込額

21,569,005

組合等の地方債の元金償還に充て
る負担等見込額

217,865
住宅使用料、住宅貸付資金等
償還金

565,084

退職手当負担見込額 4,827,756

設立法人の負債等負担見込額 0

連結実質赤字額 0
市債現在高に係る
交付税措置額

48,948,817

組合等の連結実質赤字額にかかる
負担見込額

0

計 63,745,733

●分母

令和元年度 交付税措置額 令和元年度

21,203,798
事業費補正に係る
交付税措置額

1,368,692

災害復旧費等に係る
交付税措置額

3,714,658

密度補正に係る
交付税措置額

72,810

計 5,156,160

（単位：千円・％）

標準財政規模

－
標準財政規模（臨時財政対策債発行可
能額を含める）

Ａ

将来負担額

－

充当可能基金

Ｃ
特定財源見込額

Ｄ
交付税措置見込額

＋

＋

Ｂ

△ 242,974

16,047,638

－（△1.5）

Ｅ

分　子

分　母

将来負担比率
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前年度の 13.8％と比較して 15.3ポイント改善しました。 

将来負担比率の改善は、分子である公営企業等繰入見込額が昨年より約 29億

円減少したことが主な要因にあげられます。 

 

⑤資金不足比率 

概要（算定方法） 

公営企業ごとの資金不足額が、事業の規模に対してどの程度あるのかを示すも

のです。 

早期健全化基準は 20.0％です。 

 
              資金の不足額 
   資金不足比率  ＝   

           事業の規模 

 

・資金の不足額：一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業ごとに 

算定した額 

     資金の不足額（法適用企業）  

（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした市債 

の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額※ 

     資金の不足額（法非適用企業） 

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源 

に充てるために起こした市債の現在高）－ 解消可能資金不足額※ 

※ 解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資 

金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除 

する一定の額。 

 

・事業の規模 ：料金収入など主たる営業活動から生じる収益に相当する額 

    事業の規模（法適用企業） 

営業収益の額 － 受託工事収益の額 

    事業の規模（法非適用企業） 

営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

区分 特別会計名

水 道 事 業 － ＝

下 水 道 事 業 － ＝

農 業 共 済 － ＝

区分 特別会計名

法非適用企業 地方卸売市場 － － ＝

法適用企業

395

剰余額

歳入 剰余額歳出

158,128

3,879,690

206,801 48,673

2,916 2,521

翌年度繰越財源

流動資産

3,036,065

流動負債等

0

4,366,740 487,050

3,366,602 330,537
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分析 

   公営企業会計（水道事業、下水道事業会計、農業共済特別会計、地方卸売市場

特別会計）について、上記のとおり剰余を計上しており、当該比率は該当しませ

ん。 

 

 

（参考）将来負担比率と総合的な累積収支の分析 

 

 市の財政状況を見るために、「赤字」、「貯金」、「借金」の３つの視点からみていき

ます。 

 「赤字」、「貯金」は、現時点における「現金余剰」または「行政サービスの提供余

力」、「総合的な累積収支」とでも呼ぶことができる視点に統合することができます。  

 この統合された比率を「基金額比率」という呼び名を設けて、年度末においてトー

タルしてどの程度の現金を手元に持っているかということをみることができます。 

この現金は、現時点での市が有している将来の行政サービスの提供のための余力と

いえます。 

 また、歳出と歳入の差の収支は、過去のすべての歳出と歳入の差が、基金額と連結

黒字（赤字）額の和ということになります。そのような意味で「総合的な累積収支」

を見るための指標ともいえます。 

 

 
           実態ベースの基金 ＋ 連結黒字額 
  基金額比率 ＝ 

             標準財政規模 

 

 ・実態ベースの基金額：将来負担比率を算出する際に将来負担額から控除する基金額 

            （公営企業等の基金、合併特例債を財源とした基金は除外します。） 

 

 

 

 
（単位：千円） 

区分 平成29年度 平成30年度

標準財政規模③

連結黒字額②

実態ベースの基金額①

21,268,877

8,608,591

13,143,125

21,295,221

12,836,489

8,351,111

将来負担比率 16.8% 13.8%

102.3% 109.8%

－（△1.5）

7.5ポイント

15.3ポイント

増減（R1－H30）

1,331,681

208,040

△ 65,079

基金額比率＝（①＋②）/③ 99.5%

8,816,631

21,203,798

令和元年度

14,474,806
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「赤字」と「貯金」を「基金額」という概念に統合し、「借金」の指標である「将

来負担比率」との関係で財政状況を見ることとしたものが下図「基金額比率と将来負

担比率との関係」です。  

この図では、右上に位置付けられるほど財政状況が悪く、左下になるほど財政状況

が良いということになります。 

 

図 基金額比率と将来負担比率との関係 

 

 

 

 

 

 

全国のまちの分布範囲のイメージ

財政状況が悪い

財政状況が厳しい

全市町村の平均
将来負担比率の２倍（57.8％）

黒字
赤字

全市町村の平均　
市が目指すべき方向 将来負担比率（平成30年度　28.9％）

-20% -40%

（右上へ移動すると財政状況は悪化傾向）

100% 80% 60% 40% 20%

300%

350% 早期健全化基準

250%

200%

※　将来負担比率が全国平均の2倍未満、基金額比率が２０％以上のエリアを「財政状況が平均的である」として位置づけ
た財政状況の早見表
　
                                         （出典）「誰にでもわかる自治体財政指標の読み方」今井大志　著（ぎょうせい）

0%

-50%

50%

基金額比率

将
来
負
担
比
率

100%

財政状況が平均的な範囲

150%

H22

H24

H23

財
政
状
況
が
厳
し
い

H25

H26H27

財政状況が良い
丹波市の位置

H28

H29
H30

R1
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